
買い物支援サービス※を実施する事業者を市で登録するとともに、
サービス内容等をホームページ等で広く紹介し、事業者と行政が協
力して高齢者を見守る取り組みです。

買い物サポート店制度とは

サービス
利用者

協力店
安芸高田市・

市包括支援センター

②登録証の交付

①登録申請
⑦異常発見時の報告

イメージ図

※日常生活に欠かすことのできない食品、日用品等を自宅に配達するもの、または
訪問して役務の提供を行うもの

事業者との協働による
高齢者等の買い物を支援する

買い物サポート店制度を
開始します

☆問い合わせ
安芸高田市総務課政策推進係 TEL：0826-42-5611

詳しくはこちら


